
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  海外勤務の従業員のマイナンバー              

Ｑ：海外勤務をしている従業員の扶養控除

等申告書にマイナンバーの記載はどうしたら

いいですか？                                       

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

海外勤務が１年以上で従業員が非居住者に

該当する場合は、扶養控除等申告書の提出は

不要ですので、海外勤務が１年未満の人の取

り扱いになります。 

①本国から給与の支給を受ける場合 

・平成27年10月5日より前に海外勤務になっ

た場合 

帰国するまでは、従業員本人のマイナン

バーは不要ですが、扶養親族が国内に居

住してマイナンバーの指定を受けている

のであれば、平成28年1月以後に提出する

扶養控除等申告書については、記載が必

要です。 

・平成27年10月5日以後に海外勤務になった

場合  

平成28年1月以後に提出する扶養控除等

申告書については、従業員及び扶養親族

等のマイナンバーの記載が必要です。 

②海外勤務先からだけ給与を受ける場合 

国内で勤務していた会社には扶養控除等申

告書の提出は不要です。また、海外勤務先が

居住者に対して、国内において給与等の支払

を行うことがない限りは、扶養控除等申告書

の提出は不要です。 
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